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お役立ち情報を配信致します！ 是非ご活用ください！ 

 

事業継続力強化計画 
策定支援セミナーのご案内 

 本セミナーでは、事業継続力強化計画の策定から国

の認定制度の申請書策定まで完結することを目指すセミ

ナーとなります。  

 本セミナー中にコア部分を策定し、終了後に自社で完

成版を策定しますが、個別フォローにより支援を受けるこ

とが出来るため、これからBCPを策定しようと考えている

企業や国の認定制度に申請を考えている企業にとって、

最適な内容になっています。 

支援策は以下の通りです。 

 

◆国の認定企業への支援策 

（詳細は中小企業庁の案内でご確認お願い致します） 

●信用保証枠の追加 

●防災減災設備の税制優遇 

●認定ロゴマークの使用 

●本制度と連携いただける企業・団体からの支援 

 

【日時】 

令和６年８月２７日（火）１０：００～１２：００ 

【会場】 

高山市役所 ２階 会議室 

岐阜県高山市花岡町２－１８ 

【定員】 

先着２０名 （１社につき２名様まで） 

※定員になり次第、締め切らせていただきます。 

【参加費】 

無料 

【講師】 

東京海上日動火災保険（株） 

高山支店  支店長代理  大村 亮 氏 

【申込方法】 

ホームページからお申込みお願いします。 

 

https://www.takayama-cci.or.jp/seminar/13155  

 

【お問い合わせ】 

 高山北商工会へご連絡お願いします。 

                 TEL ０５７７－７２－４５１４  

 『困ったなぁ』『どうしよう』 

そのお悩みをお聞かせください。    

☎丹生川 78-2002／☎上宝 86-2354 

 高山北商工会本所 
TEL：0577-72-4130 

FAX：0577-72-4514 

源泉所得税の半期分納付について 

 源泉所得税の納期特例を受けている事業所におかれま

しては、本年１月から６月の間に支払った給与や青色専従

者給料に対する源泉所得税の納付期限は、７月１０日（水）

です。 

令和6年の税額表をもとに、預かった半期分の源泉税

の集計をして期限までに納付してください。 

また納税額の計算などでわからない場合なども気軽に

商工会各支所へご相談ください。 

★なお、納める税額のない場合でも支払い給料等の報告

は必要ですので、納付書に記入のうえ高山北商工会まで

持参してください。 

持参期限 ７月３日（水） 

労働保険納付について 

今年は、７月１０日（水）が労働保険料の口座振替日と

なっておりますので口座残高のご確認をお願い致しま

す。 

また振込納付の事業所におかれましても７月１０日ま

でにお振込みいただきますようお願いいたします。 

久しぶりの職員コラム 

いよいよ登山シーズンが始まります！北アルプスの各山小

屋の小屋開けは、今年の冬の気温が高い日が多かったことか

ら 7月11日前後からと例年より早くなっています。 

今年は、商工会のコア事業として、岐阜県側北アルプス山岳

商談会を実施するので、若い職員達には北アルプス（左俣・右

俣林道からの登山）を経験させてあげたいと考えています！ 

★登山計画（案）  

1日目：新穂高登山口➡右俣林道➡槍平小屋(泊) 

2日目：槍平小屋➡槍ヶ岳➡西鎌尾根➡双六小屋(泊) 

3日目：双六小屋➡双六岳➡鏡平山荘➡新穂高登山口 

時間とお金があればの話ですが上記の登山プランが実現でき

れば、新穂高登山口からの北アルプス登山が満喫できます！ 

(欲を言えば、黒部五郎岳や鷲羽岳も行きたい・・・)    (西) 

https://www.takayama-cci.or.jp/seminar/13155

